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提案理由 

国に対し、九州電力川内原子力発電所の停止を強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



九州電力川内原子力発電所の停止を求める意見書 

 

国内でただ一つ稼働中である九州電力川内原子力発電所の１、２号機は直ち

に停止すべきである。 

本年４月１４日の夜、熊本地方を襲ったマグニチュード６.５、最大震度７

の地震は、さらに１６日未明にはマグニチュード７.３、最大震度７を記録し

甚大な被害をもたらした。その後も、震源の北東側の阿蘇地方や大分県でも活

発な地震活動が起きており、震度５や６クラスの強い地震が相次いで発生して

いる。 

専門家の指摘では、川内原発のある南西方面での地震に警戒する必要がある

とされ、「不測の事態に備え、地震が落ちつくまで川内原発をとめてほしい」

との声が上がっている。 

東京電力福島第一原子力発電所事故は、「津波の危険」が指摘されていなが

ら対応せず起きた重大事故であり、その結果は、５年経過した今も１０万人近

くが避難生活を送り、２０１５年度の国勢調査速報値では原発に近い浪江、富

岡、大熊、双葉の４町で人口ゼロと記録されるなど、ほかの事故や自然災害と

は「異質」の事態が起きているのである。 

熊本県益城町では１,５８０ガルの揺れを観測したとされているが、川内原

発が想定している基準地震動は６２０ガルとされている。再稼動を認めた原子

力規制委員会の根拠は、崩れていると言わざるを得ない。「不測の事態に備え、

地震が落ちつくまで川内原発をとめてほしい」との声は当然の要望である。 

よって、本市議会は国に対し、九州電力川内原子力発電所の停止を強く求め

るものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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